
平成２８年第２回宇佐市教育委員会会議録 

 

 平成２８年２月２９日午後２時００分、宇佐市教育委員会を宇佐市教育委員

会２階会議室に招集した会議は次のとおりです。 

 

・出席委員   委 員 長       秋吉 禮子 

       委 員         佐藤 修水 

      委 員         矢野 省三 

教 育 長       近藤 一誠 

   

 ・欠席委員  委 員 長職務代理   松永 建比古 

 

・説明のため会議に出席した職員 

教育次長兼管理課長   辛島 文昭 

        学校教育課長      川島 数志 

       社会教育課長      佐藤 良二郎 

       図書館長        佐藤 久 

       学校給食課長      荒牧 巌 

               

・本会議の書記 

       管理課管理係主幹（総括）向 英子 

 

◎附議事項 

議第 ８号 平成２８年度教育委員会の基本方針等（案）について                    

（各   課） 

議第 ９号 平成２７年度教育費一般会計補正予算（第５号）（案）に

ついて                 （教 育 次 長） 

議第１０号 平成２８年度教育費一般会計当初予算（案）について    

（教 育 次 長） 

議第１１号 宇佐市立幼稚園条例の一部を改正する条例について  

（学校教育課） 

議第１２号 宇佐市招致外国青年就業規則の一部を改正する規則につ

いて                  （学校教育課） 

議第１３号 宇佐市立幼稚園規則の一部を改正する規則について  

（学校教育課） 

議第１４号 宇佐市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の廃止につ

いて                  （学校教育課） 



議第１５号 宇佐市私立幼稚園教職員研修費補助金交付要綱の廃止に

ついて                 （学校教育課） 

議第１６号 指定校変更について           （学校教育課） 

 

◎追加議案 

議第１７号 第２次宇佐海軍航空隊跡保存整備計画の策定について 

（社会教育課） 

議第１８号 特別天然記念物「オオサンショウウオ」及び天然記念物「オ

オサンショウウオ生息地」保存管理計画書（案）の策定に

ついて                  （社会教育課） 

 

◎報告事項 

 （１）平成２７年度宇佐学校給食センター運営委員会第２回総会について 

                                               （学校給食課） 

 （２）３月の行事等の予定について            （各 課） 

（３）宇佐市公立学校適正規模及び適正配置等検討委員会について 

                                                        （管 理 課） 

 

（開始 午後２時００分） 

 

委 員 長  平成２８年第１回宇佐市教育委員会会議録を承認後、開会を告

げる。 

 

（開会 午後２時０５分） 

 

委 員 長  議第８号平成２８年度教育委員会の基本方針等（案）について

各課に説明を求める。 

教 育 次 長  議第８号平成２８年度教育委員会の基本方針等（案）について 

       ご説明いたします。３Ｐのはじめにをご覧ください。 

宇佐市教育委員会では、「大人が学び、子どもたちが学ぶ教育の 

郷づくり」の基本理念のもと、人々がいつでも、どこでも、だ

れでも学ぶことができる教育環境の整備に努めております。 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正に伴い、  

平成２７年度からすべての地方公共団体に設置されることとな

った市長と教育委員で組織する「総合教育会議」において、平

成２７年度からの１０年先を見通した本市の教育行政の方向や

施策を示した「宇佐市教育振興基本計画」が「宇佐市教育行政

の大綱」に承認されました。本計画の特色としては、「宇佐市が



目指す教育」を実現していくための「３つのビジョン」と「１

０の取組の方向」さらには、その取組み方向に基づいた「３０

の重点施策」を整理し、次代を担う子どもたちが心豊かに、社

会を生き抜く力を身に付けられるよう宇佐市らしい教育の推進

を示しています。この「宇佐市教育振興基本計画」に基づき、

平成２８年度の基本方針等では、教育分野の方向性を示し、教

育の一層の充実を図ってまいります。 

    （各課長が担当課の基本方針・重点目標・事業計画について説明

する） 

委 員 長  質問はないか。異議がないので議第８号平成２８年度教育委員

会の基本方針等（案）については、承認し、次に議第９号平成

２７年度教育費一般会計補正予算（第５号）（案）について各課

に説明を求める。 

教 育 次 長  議第９号平成２７年度教育費一般会計補正予算（第５号）（案）

及び議第１０号平成２８年度教育費一般会計当初予算（案）に

ついては私の方から一括して説明いたします。 

（平成２７年度教育費一般会計補正予算（第５号）（案）につ

いて説明する） 

委 員 長  質問はないか。異議がないので議第９号平成２７年度教育費一

般会計補正予算（第５号）（案）については、承認し、次に議第

１０号平成２８年度教育費一般会計当初予算（案）について教

育次長に説明を求める。 

教 育 次 長  （平成２８年度教育費一般会計当初予算(案)について説明する） 

委 員 長  質問はないか。異議がないので議第１０号平成２８年度教育費

一般会計当初予算（案）については、承認し、次に議第１１号

宇佐市立幼稚園条例の一部を改正する条例について学校教育課

に説明を求める。 

学校教育課長 議第１１号宇佐市立幼稚園条例の一部を改正する条例について

ご説明いたします。１０７Ｐをご覧ください。提案理由ですが、

平成２７年度から子ども・子育て支援新制度が施行されていま

すが、保育料については、平成２７年度は移行措置として据え

置いています。平成２８年度から保育料を「宇佐市子どものた

めの教育・保育に関する利用者負担額を定める条例」で定める

額とするため改正するものです。 

委 員 長   何か質問はないか。異議がないので議第１１号宇佐市立幼稚園

条例の一部を改正する条例については、承認し、次に議第１２

号宇佐市招致外国青年就業規則の一部を改正する規則について

学校教育課に説明を求める。 



学校教育課長 議第１２号宇佐市招致外国青年就業規則の一部を改正する規則

についてご説明いたします。１０８Ｐをご覧ください。提案理

由ですが、外国青年の勤務条件については、各法令に定められ

た範囲で任用団体において定めることとなっていますが、本事

業は一括してＪＥＴが参加者を募集・選定することから、基本

的な勤務条件について、モデルとなる任用規則を「任用規則

（案）」として示しております。この度、その案の改正があった

ため、宇佐市招致外国青年就業規則の一部を改正するものです。 

委 員 長   何か質問はないか。異議がないので議第１２号宇佐市招致外国

青年就業規則の一部を改正する規則については、承認し、次に

議第１３号宇佐市立幼稚園規則の一部を改正する規則について

学校教育課に説明を求める。 

学校教育課長 議第１３号宇佐市立幼稚園規則の一部を改正する規則について

ご説明いたします。１０９Ｐをご覧ください。提案理由ですが、

議第１１号幼稚園条例の一部改正に伴い、幼稚園規則の所要の

見直しを行いました。そのことにより必要な改正を行うもので

す。 

委 員 長   何か質問はないか。異議がないので議第１３号宇佐市立幼稚園

規則の一部を改正する規則については、承認し、次に議第１４

号宇佐市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の廃止について

学校教育課に説明を求める。 

学校教育課長 議第１４号宇佐市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の廃止

についてご説明いたします。１１６Ｐをご覧ください。提案理

由ですが、この私立幼稚園就園奨励費補助金要綱は、私立幼稚

園に在園する保護者に対して保育料を補助するきまりを定めて

います。平成２７年度から子ども・子育て支援新制度が始まり

ました。この制度で経営する私立幼稚園は、私立幼稚園就園奨

励費補助金の対象ではなくなります。今年度は、私立幼稚園の

動向をみるために据え置きしていましたが、変動が見受けられ

ないため平成２８年度から廃止します。つまり新制度によりこ

の対象から私立幼稚園が外れますので、この制度を廃止すると

いうものであります。以上です。        

委 員 長   何か質問はないか。異議がないので議第１４号宇佐市私立幼稚

園就園奨励費補助金交付要綱の廃止については、承認し、次に

議第１５号宇佐市私立幼稚園職員研修費補助金交付要綱の廃止

について学校教育課に説明を求める。 

学校教育課長 議第１５号宇佐市私立幼稚園教職員研修費補助金交付要綱の廃

止についてご説明いたします。１１７Ｐをご覧ください。これ



も来年度からの子ども・子育て支援新制度が始まり、宇佐市内

の私立幼稚園も新制度の導入を行いました。今年度まで宇佐市

私立幼稚園連合会の動向をみるため移行措置として据え置いて

いた研修費に対する補助金を来年度から廃止するものでありま

す。以上です。 

委 員 長   何か質問はないか。では、議第１５号宇佐市私立幼稚園教職員

研修費補助金交付要綱の廃止については異議なしとし、次に議

第１６号指定校変更について学校教育課に説明を求める。 

学校教育課長 議第１６号指定校変更についてご説明いたします。新小学校１

年生６人、新小学校２年生１０人、新小学校３年生７人、小学

校３年生１人、新小学校４年生２人、小学校４年生１人、新小

学校５年生２人、小学校５年生１人、新小学校６年生１人、小

学校６年生１人、新中学校１年生１人、新中学校２年生２人、

中学校２年生１人、新中学校３年生５人の計４１人です。なお、

登下校においては、保護者が責任を負うことになります。 

       （変更理由などは議案に記載） 

委 員 長  質問はないか。異議がないので議第１６号指定校変更について

は、承認し、次に追加議案の議第１７号第２次宇佐海軍航空隊

跡保存整備計画の策定について社会教育課に説明を求める。 

社会教育課長 議第１７号第２次宇佐海軍航空隊跡保存整備計画の策定につい

てご説明いたします。この計画は、市内に多数残っている戦争

遺跡を、歴史を語る実物資料として保存整備して、野外博物館

として次の世代に伝えていこうというものであり、たくさんあ

る中で２９の遺構をピックアップして、これを短期あるいは

中・長期と分けて段階的に整備していこうとする計画でありま

す。第２次宇佐海軍航空隊跡保存整備計画書（案）をご覧くだ

さい。構成としまして、航空隊の歴史・航空隊の特徴を述べて

おります。次に第１章は計画の背景と目的ということで、いろ

いろな関連計画との関係、そしてこの整備計画の目的を書いて

おります。第２章はそれぞれの遺構の現況ということで２９の

遺構の詳細について、第３章はどのような方針で整備をしてい

くのかという保存整備の方針、そして保存整備計画ということ

で、スケジュールや整備内容について掲載しております。残り

の分につきましては簡単な資料を掲載しております。４３Ｐ以

降は短期で整備していこうとしている中の、来年度まず着手す

る９番までの遺構を整備イメージの図面も含めて掲載しており

ます。５５Ｐにつきましては、短期とした１３の遺構の整備の

スケジュールと概算の費用を掲載しております。以上です。ご



審議よろしくお願い致します。 

委 員 長  質問はないか。異議がないので議第１７号第２次宇佐海軍航空

隊跡保存整備計画の策定については、承認し、次に議第１８号

特別天然記念物「オオサンショウウオ」及び天然記念物「オオ

サンショウウオ生息地」保存管理計画書（案）の策定について

社会教育課に説明を求める。 

社会教育課長 議第１８号特別天然記念物「オオサンショウウオ」及び天然記

念物「オオサンショウウオ生息地」保存管理計画書（案）の策

定についてご説明いたします。まず、この特別天然記念物「オ

オサンショウウオ」というのは、昭和２７年に国の特別天然記

念物に、世界最大級の両生類ということで指定されました。天

然記念物「オオサンショウウオ生息地」というのは、国の天然

記念物として別に指定されていますが、これについては昭和２

年に旧南院内村、現在の院内町の南院内地区全域がオオサンシ

ョウウオ生息地として国の天然記念物に指定されております。

このような特別天然記念物・天然記念物というのは、文化財保

護法の１２５条に規定されているのですが、指定地内において

現状を変更し、または保存に影響を及ぼす行為をしようとする

ときは文化庁の許可を受けなければならないとなっております。

現状はどうなっているかといいますと、旧南院内村全体が指定

地になっていますので、この中で土木工事等現状を変えようと

する行為があった場合、法律上は全て文化庁に許可を得なけれ

ばなりません。しかしながら実際にはそういったことはなされ

ておりませんし、現実的でもないわけです。これを現状に合っ

たような保存管理計画の基準を設けましょうということが発端

となり、この保存管理計画書を策定するものです。この内容に

ついてですが、保存管理計画書の経緯を第１章で述べておりま

す。第２章で、オオサンショウウオあるいはオオサンショウウ

オ生息地の位置や環境について触れております。第３章からは

本題になるのですが、この保存管理の基本的な考え方というこ

とで保存管理の理念と方針もこの中で述べられています。第４

章で具体的に保存管理の方法や方針、現状変更等の取扱につい

て、保存管理という項の中で触れております。そして第５章に

ついてはその後の整備、活用という内容になっております。第

６章については、来年度以降の話になるのですが、実際この管

理計画書が出来上がってから具体的にどのように運用していく

かという運用基準をまず定めなければなりません。 

       実際の保存管理のためには、今後更に詳細な内容の計画にする



必要があるということで、「管理のための計画」をまた作るわけ

です。そしてその計画の中で、例えば家の建築については市の

方で判断するとか、現状変更の申請は不要だといったような細

かなことを「管理のための計画」の中で取り決めをしていくこ

とになります。非常に分かりにくいかもしれませんが、現状が

法律違反状態になっているということと、昭和２年に文化財指

定された天然記念物のオオサンショウウオ指定地が広域にまた

がっているということで、スムーズにやっていくためにはこの

保存管理計画書がやはり必要だということでの提案であります。

以上です。 

委 員 長  質問はないか。異議がないので議第１８号特別天然記念物「オ

オサンショウウオ」及び天然記念物「オオサンショウウオ生息

地」保存管理計画書（案）の策定については、承認し、次に報

告第１項の平成２７年度宇佐学校給食センター運営委員会第２

回総会について学校給食課に説明を求める。 

学校給食課長 平成２８年２月１６日に開催しました平成２７年度宇佐学校給

食センター運営委員会第２回総会について報告します。 

（平成２７年度宇佐学校給食センター運営委員会第２回総会の

報告をする。詳細は報告書及び議事録に記載。） 

委 員 長   質問はないか。ないようなので次に報告第２項の３月の行事等の

予定について各課に説明を求める。 

教 育 次 長  ３月１日、１５日に教育委員会定例課長会議がございます。１

日から３日まで議会一般質問、７日は一般質問と議案質疑、８

日は文教福祉常任委員会がございます。１１日は健康なまちづ

くり推進庁内会議、１５日に議会が閉会となります。１６日は

家族旅行村「安心院」Ｂ＆Ｇ体育館「キッズルーム」お披露目

式、宇佐市奨学生選考委員会がございます。１８日は第２回食

育推進本部会議、臨時職員採用説明会、２２日は健康なまちづ

くり推進協議会、２５日は定例記者会見、２９日は定例教育委

員会を開催する予定でございます。以上です。 

学校教育課長 ３月４日、各中学校において卒業式が行われます。１２日はさ

んさん館で「ともに生きる」地域共生社会をめざす宇佐市民集

会があります。２３日は小学校２４校の卒業式、２４日は公立

幼稚園２園の卒園式です。２７日は２８年度の校長・教頭の内

定者の会を行います。４月の予定になりますが中学校入学式が

１２日、小学校入学式が１３日となっております。なお、臨時

校長会・所長会は３月中旬及び下旬に行う予定です。以上です。 

社会教育課長 ３月４日に第４回長洲公民館建設懇話会を行います。１０日に



長洲地区青少年健全育成協議会、１５日に北部中校区青少年健

全育成協議会を行います。２２日に社会教育委員会を開催する

予定です。以上です。 

図 書 館 長  ３月１２日から５月１５日にマンガ本出版記念「南一郎平関係

資料展」を渡綱記念ギャラリーで開催します。２月２７日から

３月３０日に「宇佐の生物多様性写真展」、２月２７日から３月

６日にブックリサイクルをエントランスで行います。３月３日

の八幡小学校でのブックトークでは、図書館司書が落語を実演

し、落語の本の紹介をする催しを予定しております。５日、６

日は、文庫本の製本・糸とじ修理講習会を実施いたします。８

日は和間小学校で麦の学校が行われ、図書館司書がブックトー

クをする予定です。１９日にマンガ本出版記念講演会「日本三

大疎水と南一郎平」を開催します。第１部は那須野が原博物館

館長の金井忠夫さんに講演をしていただきます。第２部は広瀬

水路の今という報告を土地改良区が行った後に、パネルディス

カッションを行います。２２日、２３日は振替休館日、３１日

は月末図書整理日で休館日となっております。以上です。 

学校給食課長 ３月１日、２日は「ひなまつり」にちなんだ献立を考えており

ます。１１日は安心院・院内地域、１７日、１８日は宇佐地域

でふるさと給食の日を行います。２３日で３学期の学校給食が

終了いたします。２５日にセンター内の消毒作業を行う予定に

しております。以上です。 

委 員 長   何か質問はないか。ないようなので次に報告第３項の宇佐市公

立学校適正規模及び適正配置等検討委員会について管理課に説

明を求める。 

教 育 次 長  宇佐市公立学校適正規模及び適正配置等検討委員会についてご

説明いたします。平成２７年度宇佐市公立学校適正規模及び適

正配置等検討委員会を２月１７日に開催いたしました。次第の

経過報告と議事の中で、平成２７年１月に文科省が出した手引

について説明をするとともに、小中学校の経過と現状、今後の

学校規模のあり方について説明をしております。今回、何故こ

の委員会を開催したのかといいますと、文部科学省が「公立小

学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」を約６０

年ぶりに見直しを行いました。手引きでは、「統廃合ありきでは

なく、当該自治体がそれぞれの学校のあり方について総合的な

観点から分析を行い、保護者や地域住民と共通理解を図りなが

ら、それぞれの地域の実情に応じた最適な学校教育の在り方や

学校規模を主体的に検討する」こととなっております。以上の



ような経過があり、宇佐市教育委員会では、今回第１回目とな

る検討委員会を開催する運びとなりました。 

資料の宇佐市立小・中学校の経過と現状については、小・中学

校は児童・生徒の教育のための施設であるだけでなく、地域の

コミュニティの核として性格を有し、防災・保育・地域の交流

の場などの複合的な機能を持ち合わせていることから、宇佐市

教育委員会では、現状の学校規模を維持することを基本として

通学区域の指定、小中高一貫教育の推進、複式学級改善臨時講

師配置、高校とのジョイント授業等、様々な施策を展開してお

ります。小規模校として特認校を認定し、自然環境の素晴らし

い学校で教育を行っております。また学校までの通学距離・通

学時間の解消のための遠距離通学補助やスクールバスの利用、

地域、まちづくり協議会等の連携等を図り、特徴ある学校教育

を行いながら小規模校の維持に努めている現状を説明し、今後

もそれぞれの地域の実情に応じた学校教育をしてまいりますと

いうことで、次に平成２７年度の児童・生徒数及び今後の推計

について説明いたしました。そして最後に、学校規模等のあり

方について宇佐市教育委員会の今後の方針を提案し、了解を得

ております。方針の内容といたしましては、「今後、児童数が徐々

に減少傾向を迎える本市におきましては、当分の間は、現状の

学校規模を維持しながら、それぞれの地域の実情に応じた最適

な学校教育のあり方や学校規模と教育効果のあり方等について、

本年度から新設されました市長と教育長及び教育委員との総合

教育会議の中で十分に協議するとともにこの検討委員会の中で、

保護者や地域住民と共通理解を図り、調査・研究してまいりた

いと考えております」ということで、今後５年間をめどに現状

維持しながら、特徴のある学校を作っていきましょうというこ

とで、検討委員会の中で方針を決めたところであります。以上

です。 

委 員 長   何か質問はないか。ないようなので次に次回教育委員会の日程

について。 

事 務 局  次回教育委員会の日程についてですが、教育委員会行事等を勘

案しまして、３月２９日火曜日の午後２時００分から宇佐市教

育委員会２階会議室で開催したいと思いますが如何でしょうか。 

委 員 長  ３月２９日火曜日の午後２時００分からでよろしいですか。 

委   員  異議なし。 

委 員 長  異議がないので、次回教育委員会は３月２９日火曜日の午後２

時００分から、宇佐市教育委員会２階会議室で開催します。 



 

 

委 員 長  各委員に諮り確認のうえ、第２回教育委員会の閉会を告げる。 

 

 

（閉会 午後５時４０分） 

 

 

 

 上記のとおり、会議次第の記録に相違ないことを証明する。 

 

 


